
東京都市計画地区計画大山駅東地区地区計画に係る 

都市計画案の縦覧及び意見書の提出結果 

 

東京都市計画地区計画大山駅東地区地区計画に係る都市計画の案を令和６年

４月３０日から２週間、公衆の縦覧に供し、都市計画法第２１条第２項において

準用する同法第１７条第２項の規定により意見書の提出を実施したため、次の

とおり報告する。 

 

１ 対象となる都市計画 

東京都市計画地区計画大山駅東地区地区計画 

 

２ 公告日 

令和６年４月３０日 

 

３ 縦覧及び意見書の提出期間 

令和６年４月３０日から令和６年５月１４日まで（２週間） 

 

４ 縦覧方法 

⑴ 区役所等の窓口に書面を備え付ける方法 

・板橋区 まちづくり推進室 まちづくり調整課 

⑵ 板橋区公式ホームページにインターネットを利用して表示する方法 

・『【公告・縦覧】大山駅東地区地区計画の変更（案）について』のページ

を開設 

 

５ 縦覧者及び意見書の件数 

⑴ 窓口縦覧者           ０名 

⑵ インターネット縦覧者         延べ２１名 

・意見書              ０名 
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